
◆対象　申込時に市内に居住し、結婚後も市内に居住する新郎新婦

◆申込方法
使用日（挙式・披露宴開催日）の着ぐるみ

の空き状況を電話等でお問い合わせの上、

借用申請書に必要事項を記入し、提出して

ください。

 　○必ず結婚式・披露宴会場の許可を得てください。

　○新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、着ぐるみへの握手・タッチ、

　　密集・密着しての記念撮影などはしないでください。

　○着ぐるみの返却時に着ぐるみの使用状況がわかる写真等を提出してください。

※着ぐるみ使用時の注意点については「着ぐるみ活用マニュアル」をご覧ください。
※貸出方法等については「着ぐるみ貸出規定」をご覧ください。

◆注意事項
 　○着ぐるみのみの貸し出しとなりますので、着用者をあらかじめ決めて

　　おいてください。着用者は特定の１人とし、複数人で使いまわさないで

　　ください。また、介添え者を必ず１人付けてください。

◆申込・問合せ先
広報広聴課広報係

0294-72-3111（内線 303・304）

常陸太田市役所本庁 3階


